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(57)【要約】
【課題】不適切な装着状態を判別可能なバイタル情報収
集システムを提供する。
【解決手段】バイタル情報収集システムは、少なくとも
装着者の皮膚体温を含むバイタル情報を測定可能なウェ
アラブルのバイタル測定端末と、設置箇所の周囲の温度
を測定する環境温度計と、バイタル測定端末及び環境温
度計と通信可能に構成され、バイタル測定端末にて測定
したバイタル情報を収集する管理装置とを備える。バイ
タル測定端末は、装着者の皮膚体温を測定する皮膚温度
計を備え、当該皮膚温度計が装着者の被測定部位に密着
した状態を正常装着状態とし、管理装置は、バイタル測
定端末にて測定した皮膚体温と環境温度計にて測定した
環境温度とに基づき、バイタル測定端末の装着状態の異
常を検知する装着異常検知部を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも装着者の皮膚体温を含むバイタル情報を測定するウェアラブルのバイタル測
定端末と、
　設置箇所の周囲の温度を測定する環境温度計と、
　前記バイタル測定端末及び前記環境温度計と通信可能に構成され、前記バイタル測定端
末にて測定したバイタル情報を収集する管理装置と
　を備えるバイタル情報収集システムであって、
　前記バイタル測定端末は、前記装着者の皮膚体温を測定する皮膚温度計を備え、当該皮
膚温度計が前記装着者の被測定部位に密着した状態を正常装着状態とし、
　前記管理装置は、前記バイタル測定端末にて測定した皮膚体温と環境温度計にて測定し
た環境温度とに基づき、前記バイタル測定端末の装着状態の異常を検知する装着異常検知
部を備えることを特徴とするバイタル情報収集システム。
【請求項２】
　前記装着異常検知部は、前記バイタル測定端末にて測定された皮膚温度と環境温度との
差が所定値以下の場合に装着状態の異常として検知することを特徴とする請求項１に記載
のバイタル情報収集システム。
【請求項３】
　前記環境温度計は、測定対象エリア内に複数配置され、
　前記装着異常検知部は、前記バイタル測定端末の位置に対応する前記環境温度計が測定
した環境温度に基づき、前記バイタル測定端末の装着状態の異常を検知することを特徴と
する請求項１または２に記載のバイタル情報収集システム。
【請求項４】
　前記バイタル測定端末の位置を特定する位置特定部を更に備え、
前記装着異常検知部は、前記位置特定部にて特定した前記バイタル測定端末の位置に対応
する前記環境温度計が測定した環境温度に基づき、前記バイタル測定端末の装着状態の異
常を検知することを特徴とする請求項３に記載のバイタル情報収集システム。
【請求項５】
　前記装着異常検知部は、前記バイタル測定端末の位置における環境温度の変化に追随し
て前記バイタル測定端末にて測定された皮膚温度が変化する場合に装着状態の異常として
検知することを特徴とする請求項４に記載のバイタル情報収集システム。
【請求項６】
　前記バイタル測定端末との無線通信の基地局となるアクセスポイントを、測定対象エリ
アをカバーするように複数備え、
　前記環境温度計は、個々の前記アクセスポイントに対応して複数設けられ、
　前記アクセスポイントは、前記バイタル測定端末から前記管理装置へのバイタル情報の
送信を中継する際に、バイタル情報に当該アクセスポイントに対応する環境温度計で測定
された環境温度の情報を付加して送信することを特徴とする請求項３に記載のバイタル情
報収集システム。
【請求項７】
　コンピュータを請求項１から６のいずれか１項に記載のバイタル情報収集システムにお
ける前記管理装置として機能させるためのプログラム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バイタル情報（生体情報）を取得するバイタル情報収集システム、及びプロ
グラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、健康管理等の目的で、体温や血圧等のバイタル情報（生体情報ともいう）が
測定・記録されている。近年では、このようなバイタル情報を測定する測定装置を腕時計
型のようなウェアラブル機器として構成し、バイタル情報を常時測定することができるよ
うになりつつある（例えば特許文献１を参照）。また、バイタル情報測定装置をネットワ
ークを介してサーバ装置に測定し、バイタル情報の測定値を監視するバイタル情報監視シ
ステムも実現されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－３６０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　腕時計型のウェアラブル機器としてバイタル情報測定装置を構成する場合、適切な装着
状態でなければ正確な測定ができないところ、装着者の動作等によってバイタル情報測定
装置が適切な装着状態からずれてしまうことがしばしばある。測定されたバイタル情報が
正常範囲を逸脱した場合に、この逸脱が装着者の体調不良により生じたのか、装着状態が
不適切なことにより生じたのかを区別することは困難である。このため、腕時計型のバイ
タル情報測定装置を用いてバイタル情報監視システムを構成する場合、測定されたバイタ
ル情報が正常範囲を逸脱した場合に、その原因に関わらず、アラート（警報）が発報され
ていた。
【０００５】
　本発明は上記の課題に鑑みなされたものであり、不適切な装着状態を判別可能なバイタ
ル情報収集システム、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決すべく、本発明に係るバイタル情報収集システムは、少なくとも装着
者の皮膚体温を含むバイタル情報を測定するウェアラブルのバイタル測定端末と、設置箇
所の周囲の温度を測定する環境温度計と、バイタル測定端末及び環境温度計と通信可能に
構成され、バイタル測定端末にて測定したバイタル情報を収集する管理装置とを備える。
バイタル情報収集システムにおいて、バイタル測定端末は、装着者の皮膚体温を測定する
皮膚温度計を備え、当該皮膚温度計が装着者の被測定部位に密着した状態を正常装着状態
とし、管理装置は、バイタル測定端末にて測定した皮膚体温と環境温度計にて測定した環
境温度とに基づき、バイタル測定端末の装着状態の異常を検知する装着異常検知部を備え
ることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成により、不適切な装着状態によりバイタル情報が正常範囲を逸脱したこ
とを判別することが可能となる。
【０００８】
　本発明では、装着異常検知部は、バイタル測定端末にて測定された皮膚温度と環境温度
との差が所定値以下の場合に装着状態の異常として検知するとよい。
【０００９】
　本発明では、環境温度計は、測定対象エリア内に複数配置され、装着異常検知部は、バ
イタル測定端末の位置に対応する環境温度測定機が測定した環境温度に基づき、バイタル
測定端末の装着状態の異常を検知するとよい。
【００１０】
　本発明では、バイタル情報収集システムは、バイタル測定端末の位置を特定する位置特
定部を更に備え、装着異常検知部は、位置特定部にて特定したバイタル測定端末の位置に
対応する環境温度測定機が測定した環境温度に基づき、バイタル測定端末の装着状態の異
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常を検知するとよい。
【００１１】
　本発明では、装着異常検知部は、バイタル測定端末の位置における環境温度の変化に追
随してバイタル測定端末にて測定された皮膚温度が変化する場合に装着状態の異常として
検知するとよい。
【００１２】
　本発明では、バイタル情報収集システムは、バイタル測定端末との無線通信の基地局と
なるアクセスポイントを、測定対象エリアをカバーするように複数備え、環境温度計は、
個々のアクセスポイントに対応して複数設けられ、アクセスポイントは、バイタル測定端
末から管理装置へのバイタル情報の送信を中継する際に、バイタル情報に当該アクセスポ
イントに対応する環境温度計で測定された環境温度の情報を付加して送信するとよい。
【００１３】
　また、上記の課題を解決すべく、本発明に係るプログラムは、コンピュータを上記いず
れかのバイタル情報収集システムにおける管理装置として機能させることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】バイタル情報収集システムの概略図である。
【図２】管理装置の構成の一例を示す図である。
【図３】アクセスポイントの構成を示すブロック図である。
【図４】バイタル測定端末の外観の示す斜視図である。
【図５】バイタル測定端末の機能ブロック図である。
【図６】管理装置の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態に係るバイタル情報収集システム１を説明す
る。
【００１６】
　図１は、バイタル情報収集システム１の概略図である。バイタル情報収集システム１は
、管理装置１０、複数のアクセスポイント１１、及び測定対象者２に装着されるバイタル
測定端末１２を備える。測定対象者２は、バイタル情報収集システム１においてバイタル
情報を測定して取得する対象であり、本発明における装着者に相当する。管理装置１０は
、ネットワークＮＷに接続され、当該ネットワークＮＷに接続されたアクセスポイント１
１と通信可能とされる。アクセスポイント１１とバイタル測定端末１２とは無線ＬＡＮな
ど、システムの導入環境に応じた任意の無線通信方式により通信を行う。個々のアクセス
ポイント１１は、それぞれに対応する無線通信エリアＣに存在するバイタル測定端末１２
との無線通信が可能である。アクセスポイント１１の個数は任意であるが、各アクセスポ
イント１１の無線通信エリアＣを合わせることで所望の測定エリアを網羅できるよう、測
定エリア内に複数個、配置するとよい。管理装置１０は、アクセスポイント１１を介して
バイタル測定端末１２と通信可能とされ、バイタル測定端末１２にて測定したバイタル情
報を収集する。
【００１７】
　図２は、管理装置１０の構成の一例を示す図である。管理装置１０はコンピュータであ
り、制御部１０１、入力部１０４、表示部１０５、記憶部１０６、及び通信部１０７を備
える。
【００１８】
　制御部１０１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等により構成され、記憶
部１０６に記憶されたプログラムを実行し、管理装置１０の機能を実現する。入力部１０
４は、キーボードやポインティングデバイス等の入力デバイスであって、利用者が入力し
た情報を制御部１０１に提供する。表示部１０５は、ＬＣＤなどのディスプレイを備え、
制御部１０１の制御に従い各種の情報を表示する表示手段である。記憶部１０６は、コン
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ピュータを動作させるための基本的なプログラムなどを記憶する不揮発性の記憶媒体（例
えば、ＨＤＤ、フラッシュメモリ等）と、制御部１０１のワークエリアを提供する揮発性
メモリ（例えばＲＡＭ）とを備える。記憶部１０６の不揮発性の記憶媒体には、制御部１
０１が実行する各種プログラム（例えば後述の位置特定プログラム、装着異常検知プログ
ラム等）やその実行に用いるデータ等が記憶される。通信部１０７は、ネットワークＮＷ
に接続するためのインタフェースであり、制御部１０１の制御に従い、ネットワークＮＷ
を介してバイタル測定端末１２と通信する。
【００１９】
　図３は、アクセスポイント１１の構成を示すブロック図である。図３に示すように、ア
クセスポイント１１は、ネットワーク接続部１１０、基地局部１１１、及び環境温度計１
１２を備える。ネットワーク接続部１１０は、ネットワークＮＷに接続され、ネットワー
クＮＷを介した通信を確立する。基地局部１１１は、無線によるネットワークＮＷを介し
た通信を中継する無線通信基地局である。基地局部は、例えば、無線ＬＡＮなど基地局（
親機、ステーションなどとも呼ばれる）とするとよい。
【００２０】
　各アクセスポイント１１には自身の識別ＩＤであるアクセスポイントＩＤが付与されて
いる。ネットワーク接続部１１０は、バイタル測定端末１２から受信した情報を管理装置
１０に転送するときに、転送する情報にこのアクセスポイントＩＤを付加して管理装置１
０に送信する。
【００２１】
　また、アクセスポイント１１は、自身が設置された箇所の温度（環境温度）を測定する
環境温度計１１２を備え、測定した温度を管理装置１０に送信する。すなわち、アクセス
ポイント１１は、本発明における環境温度計として機能する。よって、環境温度計１１２
は、個々のアクセスポイント１１に対応して複数設けられることになる。なお、アクセス
ポイント１１は、アクセスポイントＩＤと同様に、バイタル測定端末１２から管理装置１
０へ送られるバイタル情報等を中継する際に、環境温度計１１２で測定した環境温度の情
報をバイタル測定端末１２から受信したバイタル情報等に付加して送信する。
【００２２】
　図４は、バイタル測定端末１２の外観の示す斜視図であり、図５はバイタル測定端末１
２の機能ブロック図である。バイタル測定端末１２は、測定対象者２が手首に装着する腕
時計型のウェアラブルのバイタル測定装置である。バイタル測定端末１２は、筐体１２０
、バンド１２１、入力部１２２、表示部１２３、制御部１２４、記憶部１２５、バイタル
情報測定部１２６、及び通信部１２７を備える。
【００２３】
　図４に示すように、筐体１２０は、その両端に測定対象者２の手首に装着するためのバ
ンド１２１が取り付けられた腕時計型のバイタル情報測定装置である。筐体１２０におけ
るバンド１２１が設けられていな辺には、入力部１２２が設けられる。入力部１２２とし
ては、例えば押しボタンスイッチ等が用いられる。筐体１２０が測定対象者２に装着され
たときに手首に当接する面とは反対の面（腕時計型の文字盤に相当する面）には、表示部
１２３が設けられる。表示部１２３は、制御部１２４の制御に従い各種の情報を表示する
表示部１２３は、例えばＬＥＤによる表示素子、液晶表示素子等を用いて構成するとよい
。
【００２４】
　このほか、筐体１２０は、制御部１２４、記憶部１２５、バイタル情報測定部１２６、
及び通信部１２７等を収容する。記憶部１２５は、例えばＣＰＵ（Central Processing U
nit）等により構成され、記憶部１２５に記憶されたプログラムを実行し、バイタル測定
端末１２の機能を実現する。記憶部１２５は、バイタル測定端末１２を動作させるための
基本的なプログラムなどを記憶する不揮発性の記憶媒体と、制御部１２４のワークエリア
を提供する揮発性メモリ（例えばＲＡＭ）とを備える。記憶部１２５の不揮発性の記憶媒
体には、制御部１２４が実行する各種の制御プログラムやその実行に用いるデータ等が記
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憶される。通信部１２７は、ネットワークＮＷに接続するためのインタフェースであり、
制御部１２４の制御に従い、ネットワークＮＷ（直接的にはアクセスポイント１１）を介
して管理装置１０と通信する。
【００２５】
　バイタル情報測定部１２６は、少なくとも、測定対象者２の皮膚体温を測定する皮膚温
度計１２６ａを備える。皮膚温度計１２６ａは、筐体１２０における測定対象者２の手首
に当接する面に、検出素子が露出するように設けられる。バイタル測定端末１２の正しい
装着状態は、皮膚温度計１２６ａが測定対象者２の被測定部位（つまり手首部分の皮膚）
に密着するように接した状態であり、この状態において、皮膚温度計１２６ａは測定対象
者２の皮膚体温を正しく測定することが可能となる。反対に、正しく装着されていない状
態では、皮膚温度計１２６ａは測定対象者２の皮膚体温を正しく測定することができない
場合がある。
【００２６】
　バイタル情報測定部１２６は、位置特定部１０ａ以外のバイタル情報を測定するセンサ
類（例えば、血圧計、脈拍計等）を備えてもよい。また、バイタル測定端末１２は、バイ
タル情報を測定するセンサ以外のセンサ（例えば、加速度センサ、気圧計、照度計等）を
備えてもよい。
【００２７】
　以上のように構成されるバイタル測定端末１２は、断続的に（例えば所定の時間間隔ご
とに）、バイタル情報測定部１２６にて測定したバイタル情報を、アクセスポイント１１
を介して管理装置１０に送信する。バイタル測定端末１２には自身の識別ＩＤである端末
ＩＤが付与され、信号を送信するときにはこの端末ＩＤを付加して送信する。
【００２８】
　続いて、管理装置１０、アクセスポイント１１、及びバイタル測定端末１２により本発
明のバイタル情報収集システム１の機能がどのように実現されているかについて説明する
。図６は、管理装置１０の機能ブロック図を示している。管理装置１０は、図６に示すよ
うに、位置特定部１０ａ及び装着異常検知部１０ｂを備えている。
【００２９】
　管理装置１０の記憶部１０６は、位置特定部１０ａの機能を実現する位置特定プログラ
ムを予め記憶している。そして、管理装置１０はこの位置特定プログラムを実行し、次の
手順でバイタル測定端末１２の現在位置を逐次取得することで、位置特定部１０ａの機能
を実現する。
【００３０】
　位置特定プログラムは管理装置１０の制御部１０１に読み込まれて実行されることで、
アクセスポイント１１から当該アクセスポイント１１の設置位置を示すアクセスポイント
ＩＤと当該アクセスポイント１１が受信したバイタル測定端末１２の端末ＩＤとを含む応
答信号を、通信部１０７を介して逐次受信し、この受信した応答信号に含まれる情報を受
信時刻と対応付けて記憶部１０６に記憶する。
【００３１】
　アクセスポイント１１は、端末ＩＤを含む信号をバイタル測定端末１２から受信すると
、この信号にアクセスポイントＩＤを付加した応答信号を管理装置１０に対して送信する
。
【００３２】
　位置特定部１０ａをこのように構成することで、測定対象者２が装着又は所持するバイ
タル測定端末１２の現在位置情報を逐次収集し、記憶部１０６に蓄積することができる。
なお、バイタル測定端末１２の位置の特定方法、及び特定した位置の収集方法は上記の方
法に限られず、いかなる方法をとっても構わない。例えば、バイタル測定端末１２にＧＰ
Ｓ受信機等の測位手段を設け、バイタル測定端末１２が自らの現在位置を管理装置１０に
送信するように構成してもよい。
【００３３】
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　管理装置１０の記憶部１０６は、装着異常検知部１０ｂの機能を実現する装着異常検知
プログラムを予め記憶している。そして、管理装置１０は、この装着異常検知プログラム
を実行することにより、装着異常検知部１０ｂの機能を実現し、バイタル測定端末１２に
て測定した測定対象者２の皮膚体温と環境温度計１１２にて測定した環境温度とに基づき
、バイタル測定端末１２の装着状態の異常を検知する。
【００３４】
　具体的には、装着異常検知部１０ｂは、バイタル測定端末１２で測定されて送信された
測定対象者２の皮膚体温と、バイタル測定端末１２からの送信情報を中継したアクセスポ
イント１１の環境温度計１１２で測定された環境温度とを、常時監視し、両者の差が所定
値以下の場合に装着状態の異常として検知する。すなわち、装着異常検知部１０ｂは、皮
膚温度計１２６ａが測定対象者２の被測定部位である手首に密着した状態を正常装着状態
とする。バイタル測定端末１２が正常に装着されていない場合（例えば、バイタル測定端
末１２が測定対象者２の手首に十分に密着していない場合等）、バイタル測定端末１２が
皮膚体温として測定する温度は測定対象者２の実際の皮膚体温から乖離し、バイタル測定
端末１２の周囲の温度に近づく。したがって、正常に装着されていない状態となると、バ
イタル測定端末１２の周囲の温度は、環境温度計１１２が測定する環境温度と略等しくな
るので、装着異常検知部１０ｂは、両者の差が所定値（例えば１℃）以下となった場合に
、装着状態の異常として検知する。なお、環境温度がヒトの体温に近い温度範囲（例えば
３５℃～３８℃）である場合には、装着異常検知部１０ｂは装着異常検知プログラムによ
り装着状態の異常を検知しないようにしてもよい。
【００３５】
　装着異常検知部１０ｂは、装着状態の異常を検知した場合、当該装着状態の異常を報知
する。例えば、管理装置１０の表示部１０５に、装着状態の異常が検知されたバイタル測
定端末１２の端末ＩＤ（あるいは当該バイタル測定端末１２を装着している測定対象者２
の氏名等）、位置特定部１０ａで特定したバイタル測定端末１２の位置等を表示するとと
もに、警報音を発するように構成するとよい。あるいは、表示部１０５に表示するのと同
様の情報を、必要な連絡先（測定対象者２の看護や介護を担当する者、バイタル情報収集
システム１の管理者等）に通報するように構成してもよい。
【００３６】
　このような構成により、バイタル測定端末１２の装着状態の異常を素早く検知し、装着
のやり直し等の対応を行うことが可能となる。したがって、バイタル測定端末１２が正し
く装着された状態を維持しやすくなるので、バイタル情報収集システム１で取得するバイ
タル情報の信頼性を高めることができる。また、装着状態の異常により測定値が異常値を
示しているのか、本当に測定対象者２のバイタル情報が異常値となっているのかを区別し
やすくすることができる。
【００３７】
　本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えば、上記の実施形態では、アク
セスポイント１１が環境温度計１１２を備えたが、アクセスポイント１１が環境温度計１
１２を備えず、外部に環境温度測定機が設けられてもよい。この場合、個々のアクセスポ
イント１１について当該アクセスポイント１１の位置に対応する環境温度測定機を予め紐
づけておき、バイタル測定端末１２を通信エリアに含むアクセスポイント１１に紐づけら
れた環境温度測定機で測定した温度を管理装置１０が取得するようにするとよい。このよ
うな構成においては、環境温度測定機はアクセスポイント１１と通信可能に構成し、管理
装置１０はアクセスポイント１１を介して環境温度測定機で測定した温度を取得するよう
にするとよい。あるいは、管理装置１０はアクセスポイント１１を介さない通信経路にて
環境温度測定機で測定した温度を取得するようにしてもよい。
【００３８】
　また、上記実施形態では、アクセスポイント１１は、バイタル測定端末１２から管理装
置１０へのバイタル情報に、環境温度計１１２で測定した環境温度の情報を付加して送信
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したが、アクセスポイント１１は、環境温度計１１２で測定した温度を、管理装置１０の
要求に応じて送信するようにしてもよい。
【００３９】
　また、上記実施形態では、装着異常検知部１０ｂは、バイタル測定端末１２で測定され
て送信された測定対象者２の皮膚体温と、バイタル測定端末１２からの送信情報を中継し
たアクセスポイント１１の環境温度計１１２で測定された環境温度との差が所定値以下の
場合に装着状態の異常として検知したが、装着異常検知部１０ｂが異常と判定する条件は
これに限定されない。例えば、装着異常検知部１０ｂは、バイタル測定端末１２の位置に
おける環境温度の変化に追随してバイタル測定端末１２にて測定された皮膚温度が変化す
る場合に装着状態の異常として検知してもよい。具体的には、バイタル測定端末１２の位
置や時間の経過に伴って環境温度が変化したときに、これに追随して皮膚温度が変化する
場合に装着状態の異常として検知するとよい。
【００４０】
　このような環境温度への追随性をより積極的に利用すべく、管理装置１０は、バイタル
測定端末１２の位置にある空調機器の設定温度を変更して環境温度を変化させ、この環境
温度の変化に追随して皮膚温度が変化する場合に装着状態の異常として検知するとよい。
なお、常に空調機器の設定温度を変更するのではなく、環境温度と皮膚温度との差が所定
値以下の場合（つまり装着状態の異常が疑われる場合）に、空調機器の設定温度を変更す
るように構成することが好ましい。
【００４１】
　また、上記実施形態では、バイタル測定端末１２と無線通信するアクセスポイント１１
が環境温度計１１２を備え、バイタル測定端末１２の位置はアクセスポイント１１のカバ
ーする無線通信エリア内として特定される。このため、バイタル測定端末１２の位置と当
該位置に対応する環境温度計１１２は自ずと対応する。しかし、位置特定部１０ａがバイ
タル測定端末１２の位置を特定する方法が上記実施形態と異なる場合には、管理装置１０
は、測定対象エリア内の各位置に対応する環境温度計１１２を予め記憶部１０６に記憶し
ておき、装着異常検知部１０ｂは、位置特定部１０ａにて特定したバイタル測定端末１２
の位置に対応する環境温度計１１２が測定した環境温度に基づき、バイタル測定端末１２
の装着状態の異常を検知するように構成するとよい。
【００４２】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって
種々の発明を形成できる。また例えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構
成要素を削除した構成も考えられる。
【符号の説明】
【００４３】
１　バイタル情報収集システム
１０　管理装置
１０１　制御部
１０４　入力部
１０５　表示部
１０６　記憶部
１０７　通信部
１０ａ　位置特定部
１０ｂ　装着異常検知部
１１　アクセスポイント
１１０　ネットワーク接続部
１１１　基地局部
１１２　環境温度計
１２　バイタル測定端末
１２０　筐体
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１２１　バンド
１２２　入力部
１２３　表示部
１２４　制御部
１２５　記憶部
１２６　バイタル情報測定部
１２６ａ　皮膚温度計
１２７　通信部
２　測定対象者
ＮＷ　ネットワーク

 

【図１】 【図２】
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